
問合せ先 生活支援課
℡ ２１-３２８５

・消費生活センター
商品・サービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する

問い合わせなどを行っています。消費生活専門相談員などが相談を受け、内容によって問題
解決の助言や情報提供、場合によっては、あっせんなども行っています。
また、より専門的な相談や、消費生活にそぐわない場合は、その相談内容にあった窓口
を紹介します。

・生活保護制度
生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障がいのため働けなく
なるなど、様々な理由で、生活費や医療費に困窮している方は下記へご相談ください。
個人の秘密は、法律により固く守られますので、安心してご相談ください。

相談先 函館市消費生活センター
美原１丁目２６－8 亀田支所１階
℡ ８３-７４４１
相談受付時間 午前９時から午後４時まで
休所日 土・日・祝日および年末年始（12月２９日～1月３日）

その電話はサギです！

高齢者を狙う特殊サギに気をつけてください。
架空料金請求サギ、オレオレサギ、還付金サギなど

の被害が後をたちません。
警察や銀行だけでなく市役所や消防をかたるものも

あります。
犯人は百戦錬磨！話しが長くなると誰でもだまされ

る危険性が高くなります。
まずは一旦電話を切って、家族や顔見知りの方、

警察に相談してください。

「怪しいな？」と思ったら，
すぐ １１０ 番！！

犯人がよく使うコトバ

△△警察署の✕✕です

〇〇銀行職員の✕✕です

令和になり

古いキャッシュカードは

使えない

今からキャッシュカード

を取りに行かせます
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